
令和７年第１回周防大島町国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 開 催 日 令和７年２月２０日 木曜日 午後１時３０分から３時００分まで 

２ 開催場所 橘総合センター 集会室 

３ 審議事項 

 （１）審議事項 

① 令和７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算原案（骨子案）について 

（諮問議案） 

 （２）その他 

 

４ 出席状況 

  出席委員 （10 名出席） 

   被保険者代表委員   江良 和恵   被保険者代表委員   福田 美則 

被保険者代表委員   山﨑 実    被保険者代表委員   榎本 俊哉    

保険医薬剤師代表委員 川口 寛    保険医薬剤師代表委員 山中 亨彦 

保険医薬剤師代表委員 岩重 秀二   公益代表委員     中元 みどり 

公益代表委員     東原 正一   公益代表委員     新田 健介    

  説明のため出席した者の職氏名（町側） 

   健康福祉部長     中村 晴彦   税務課長       宮崎 由紀子 

  健康増進課長     大久保 晴美  健康増進課班長    地田 幸代 

   健康増進課班長    井宮 昌美   健康増進課主査    河村 美紀 

  欠席委員 （２名欠席） 

保険医薬剤師代表委員 野村 壽和   公益代表委員     山田 吉之 

 

５ 議事内容 

大久保課長  定刻となりましたので、ただ今から令和７年第 1 回周防大島町国民健康保

険運営協議会を開催させていただきます。本日は、お忙しい中、本協議会にご出席をいただ

きまして誠にありがとうございます。 

それでは、開会に先立ちまして、藤本町長がご挨拶を申し上げます。 

藤本町長  本日は大変お忙しい中、本年、第 1 回目の国保運営協議会にご出席をいただ

きまして誠にありがとうございます。 

平素から、国民健康保険の運営はもとより、町健康福祉行政の推進につきましても、格別

のご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

このたび、本協議会委員の一斉改選に際しまして、新たに周防大島町 国民健康保険運営

協議会委員として、ご就任をいただきました皆様方におかれましては、快くご承諾をいた

だき、誠にありがとうございます。 



本町の国保事業の円滑な運営に向け、必要な審議、調整等にご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

さて、本日の運営協議会の審議事項であります、令和７年度当初予算原案につきまして

は、前回ご審議いただきました、国保税率の引き下げ改定を考慮し、被保険者の負担軽減を

図りながら、更なる保険者機能の強化に向け、健康の維持・増進に係る国保保健事業の取組

の拡充を図るべく、計上しているところでございます。 

予算の内容につきましては、後ほど担当者からご説明申し上げますので、ご審議を賜り

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

大久保課長  それでは、委員の皆様に委嘱状を交付いたします。 

 委嘱状は、代表して江良和恵 様にお受け取りいただきます。  

なお、他の委員様には、たいへん失礼とは存じますが、予め机上に委嘱状をお配りさせて

いただいておりますので、ご確認くださいますよう、お願いいたします。 

それでは、江良委員様、前の方へお進みください。 

（町長が委嘱状を読み上げ、手渡しする。） 

ありがとうございました。 

大久保課長  それでは、ご就任いただきました各委員の皆様をご紹介いたします。 

会議次第 2 ページに名簿を掲載しておりますが、この順番でご紹介をさせていただきま

す。 

名簿番号 1 番、被保険者を代表する委員、江良委員様。 

委員 よろしくお願いします。 

大久保課長 名簿番号２番、被保険者を代表する委員、福田委員様。 

委員 よろしくお願いします。 

大久保課長 名簿番号３番、被保険者を代表する委員、山﨑委員様。 

委員 よろしくお願いします。 

大久保課長 名簿番号４番、被保険者を代表する委員、榎本委員様。 

委員 よろしくお願いします。 

大久保課長 名簿番号５番、保険医保険薬剤師を代表する委員、野村委員様におかれまし

ては、あらかじめ本日欠席のご連絡をいただいております。 

 名簿番号６番、保険医保険薬剤師を代表する委員、川口委員様。 

委員 よろしくお願いします。 

大久保課長 名簿番号７番、保険医保険薬剤師を代表する委員、山中委員様におかれまし

ては、少し遅れるとのご連絡をいただいております。 

名簿番号８番、保険医保険薬剤師を代表する委員、岩重委員様。 

委員 よろしくお願いいたします。 

大久保課長 名簿番号９番、公益を代表する委員、中元委員様。 

委員 よろしくお願いいたします。 



大久保課長 名簿番号 10 番、公益を代表する委員、山田委員様におかれましては、あらかじ

め本日欠席のご連絡をいただいております。 

大久保課長 名簿番号 11 番、公益を代表する委員、東原委員様。 

委員 よろしくお願いいたします。 

大久保課長 名簿番号 12 番、公益を代表する委員、新田委員様。 

委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

大久保課長 よろしくお願いいたします。 

続きまして、国保運営協議会の事務局であります 健康福祉部 健康増進課の職員及び国

保税を所管しています、 総務部 税務課の職員を紹介させていただきます。 

中村部長  健康福祉部長の中村でございます。皆さまよろしくお願いいたします。 

大久保課長 健康増進課長の大久保と申します。よろしくお願いいたします。 

宮崎課長  税務課長の宮崎と申します。よろしくお願いいたします。 

地田班長  健康増進課健康づくり班班長の地田と申します。よろしくお願いいたします。 

河村主任  健康増進課医療保険班の河村と申します。よろしくお願いいたします。 

井宮班長  健康増進課医療保険班班長の井宮と申します。よろしくお願いいたします。 

大久保課長 引き続き、本日の委員出席状況を報告いたします。 

あらかじめ野村委員、山田委員はご欠席、山中委員は少し遅れるとのご連絡をいただいて

おります。 

本日の出席者は 10 名です。協議会規則第４条第３項による委員定数 12 名の半数６名以

上の出席がありますので、本日の協議会が成立していることをご報告いたします。 

大久保課長 続きまして「会長及び職務代理者の選出」に入らせていただきます。 

会議次第の 3 ページの協議会規則第 3 条第 1 項に、「協議会に会長 1 人を置き、公益を

代表する委員のうちから全員がこれを選挙する」となっております。 

また、同条第 2 項におきまして「会長に事故があるときは、前項の規定に準じ、選挙さ

れた委員がその職務を代行する。」となっておりますので、会長及び職務代理者を選出した

いと思います。 

事務局といたしましては、指名推薦の方法により、選出をお願いしたいと思いますが、 

よろしいでしょうか。 

（異議なしとの発言あり） 

大久保課長 異議なしの発言がございましたので、会長の選出につきまして、委員様から

の指名推薦の方法によるものといたします。 

それでは、ご推薦をお願いします。 

委員  郡連合婦人会長の中元委員さんにお願いできたらと思います。 

大久保課長 ただいま、中元委員様を推薦するとのご発言がございましたので、お諮りし

ます。 

中元委員様に会長をお願いするということで、ご異議ありませんか。 



（異議なしとの発言あり） 

大久保課長 ありがとうございます。 

ご異議なしということで、引き続き中元委員様が会長に選出されました。 

次に、職務代理者の選出に入りたいと思います。それでは職務代理者のご推薦をお願い

いたします。 

委員  町議会議員の新田委員さんを推薦します。 

大久保課長 ただいま、新田委員様を推薦するとのご発言がございましたので、お諮りし

ます。新田委員様に職務代理者をお願いするということで、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの発言あり） 

大久保課長 ありがとうございます。 

ご異議なしということで、新田委員様が職務代理者に選出されました。 

それでは、ただ今、会長さんが決まりましたので、協議会規則第 3 条第 3 項の「会長は

会議の議長をつかさどる。」の規定に基づき、中元会長さんに議長席に移動していただき、

以降の議事進行をお願いいたしたいと存じます。 

議長 私が、前回に引き続き会長にということでご推薦を頂き、大変恐縮に存じます。 

皆様のご協力をいただきまして、会長の責務を果たしてまいりたいと思いますので、ど

うぞ宜しくお願い致します。 

議長 それでは、次第４の「議事録署名委員の選任」に入らせていただきます。事務局よ

り説明をお願いします。 

井宮班長 運営協議会規則第７条に「署名委員は、議長のほか、会議に出席した委員２名

とし、会議のはじめに議長が指名する」こととなっております。 

議長 議長が指名することとなっているようですから、名簿の番号３番の山﨑委員さん、

４番の榎本委員さんを指名します。どうぞよろしくお願いします。 

議長 次に、次第５の「会議の公開及び議事録について」を議題にしたいと思います。事

務局の説明をお願いします。 

井宮班長 ここで、会議の公開及び議事録に係る申し合わせ事項につきまして、改めて申

し上げます。先ず、本協議会における審議は公開を原則とし、審議の内容により、予め会

議の中で個人情報が取り上げられることが予想される場合は、会長の判断で非公開にでき

ることとしております。 

次に、議事録等の公開につきましては、審議過程の透明性の向上を図るため、町の公式

ホームページ上で毎回公開しております。 

なお、議事録自体は、情報公開用に作成する署名入りと、町公式ホームページで公開す

る一般公開用の２種類を作成しております。一般公開用の議事録につきましては、ご発言

をいただいた委員さんの氏名など、個人が特定されないようにし、事前に各委員さんにご

確認をいただき、了承を得た上で公開いたしております。 

議長 ただ今、事務局より会議の公開及び議事録について説明がございました。何かご質



問はございませんでしょうか。 

それでは、次第の６番、審議事項に入ります。「令和７年度国民健康保険事業特別会計

予算原案（骨子案）について」を議題としたいと思います。事務局の説明を求めます。 

井宮班長  それでは、先ず、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

予めお送りしておりますが、会議次第、資料１、資料２がお手元にございますか。 

追加資料として、カラーの「医療費から見た疾病状況」をお配りしております。 

それでは、会議次第６の審議事項、「令和７年度 周防大島町 国民健康保険事業 特別会

計予算原案について」ご説明をいたします。 

会議次第の５ページから７ページに予算原案の諮問について添付しております。 

国民健康保険事業 特別会計予算については、歳入歳出それぞれ 26 億 2,471 万 9 千円

とし、対前年度比 108.4％、2 億 43 万円 3 千円の増額予算となっております。 

７ページに縦長の予算内訳書をお付けしております。 

また、資料１の１ページに、横長の内訳書に説明を書き加えたものをお示ししておりま

すので、こちらを見ていただきながら、予算についてご説明いたします。 

左側が歳入、右側が歳出の項目になっております。 

まず左側の歳入についてです。一番上から、保険税についてです。 

被保険者の高齢化により、後期高齢者医療制度へ移行していく方や人口減少などの影響

から、国民健康保険の被保険者数は年々減少し、保険税の収入もそれにあわせて下がりつ

つあります。 

また保険税の一番上段の「医療給付費 現年課税分」が今回の税率引き下げに該当する

部分となり、被保険者数の減少分とあわせて 2,564 万 3 千円の減額となります。 

次に、県支出金につきましては、保険給付費等交付金として、普通交付金と特別交付金

があります。 

普通交付金は、医療機関で支払った医療費などに対して、町が負担する保険給付費とし

て必要な財源を県から交付される仕組みとなっています。 

ページ右側の歳出の大きなくくりの２番目の保険給付費の欄で「法定給付」とくくって

ある額が歳入の普通交付金の額と同額になります。 

次に特別交付金ですが、これは、市町村毎に、その実情に合わせて申請に基づき交付さ

れるものです。特別交付金には備考の欄にあります、努力支援制度交付金や特別調整交付

金などがあります。 

本町の場合は、全体の医療費に占める精神疾患の入院分の割合が高く、その医療費が保

険財政を圧迫していることから、結核精神特別調整交付金として交付を受けております。 

次の一般会計繰入金として、一般会計から繰り入れる法定の繰入金などについて計上し

ております。 

次に基金繰入金として、4,050 万円を計上しております。 

国保税の引き下げなどに伴う財源不足を補うため、今までに積み立ててきた基金の一部



を取り崩して充てます。 

国保税の引き下げにより、保険税収入が減りますが、併せて国や県からの補助金額も減

額になるものがあるため、今後も毎年、今回と同じ程度の基金を取り崩して運営していく

ことになることが予想されます。 

令和６年度当初の基金残高は約 7億 1千万円となっていますので、7億 1千万円を単純

に毎年 4050万円ずつ取り崩して行くと、17年は持ちこたえられる計算になります。 

今後も状況をしっかりと確認しながら、３年ごとに保険税の見直しをし、基金が底をつ

くことがないようにしていきたいと考えています。 

歳入予算について簡単にご説明しましたが、以上により歳入総額は 

26 億 2471 万 9 千円となっております。 

引き続きまして、右側の欄の歳出について、ご説明いたします。 

全体的に郵便代やガソリン代、人件費など物価高騰の影響により、前年度よりも増額に

なっている物が多いです。 

まず総務費につきましては、国保事務に要する人件費、物件費を計上しております。 

前年度と比べて、1,045 万 3 千円の増額となっていますが、人事異動などに伴う人件費

の増加や、徴税費の子ども・子育て支援金創設に伴う、システム改修にかかる費用 570 万

9 千円などが増額の主な要因となっております。 

次に、保険給付費ですが、先ほど歳入のところでも申し上げましたが、被保険者数は減

少していますが、医療費である療養給付費は高額となっており、６年度の当初予算に比べ

ると保険給付費全体で 2 億 3,978 万 7 千円の増額見込みとなっております。 

これは今年度６年度の当初予算の見込額が少なかったためでもあるのですが、実際には

７年度予算額と同等の額となっており、補正予算で対応しています。 

今年度の状況としては、毎月の療養費が想定している月平均額の 1 千万～2 千万円上回

る月が度々あります。 

コロナ感染の受診控えの反動による影響は、もうあまりないかもしれませんが、ガン治

療などの高額な医療を受ける方が数名でもいらっしゃる場合は、本町のような小規模な保

険者は大きな影響を受けることになります。 

続きまして、事業費納付金ですが、県が算定した額を納付することになっています。 

納付金全体として 5 億 3,320 万 9 千円となり、こちらも被保険者数が減少していること

などにより前年度と比較して 4,383 万 5 千円の減額となっております。 

医療費を多く使う自治体は、県へ支払う納付金の負担額が多くなるようなしくみになっ

ています。 

 続きまして、保健事業費です。被保険者の健康意識の向上や健康保持増進を図るため、

30 歳代の方への健康診査や医療費通知やジェネリック医療品差額通知など、各種保健事

業を実施するための費用です。 

前年度より 174 万 7 千円の増額となっておりますが、特定健診の 1 件当たりの健診料の



増額や、特定保健指導などが出来る保健師を会計年度職員として雇用するための費用の計

上をしています。 

これは、県内最下位の特定保健指導終了率を少しでも上げるため、現行の業者委託によ

る保健指導を継続しながら、特定健診で基準値を超えて指導が必要な方に、電話や訪問な

どの接触機会を増やし、指導を受けてもらえるようアプローチするための人員を確保する

ための新たな取り組みとして計画しています。 

次に、特定健康診査等事業費です。全国的に健康維持・増進及び医療費の適正化に向

け、国や県などにおきまして、保険者のインセンティブを高めるよう、保険者の努力に対

して交付金等を交付しており、保健事業の取組に力を入れ、重症化の予防や有病者の減少

等を図ることとされております。 

新たな取り組みとして、30 歳以上の被保険者を対象に、人間ドックを受診される際の

費用の 7 割を町が負担するため 139 万 8 千円を計上しています。 

以上により歳出予算総額は、歳入と同額の 26 億 2471 万 9 千円となります。 

総予算額が前年度と比べて増額となっておりますが、医療費の増額よる保険給付費の増

額が主な要因となっています。 

今後も医療費の適正化のために、保健事業の取りくみを強化し、早期に予防、発見、治

療につなげて行きたいと考えています。 

次に周防大島町の保健事業関係の事業概要について担当よりご説明いたします。 

河村主査 令和７年度国民健康保険事業特別会計予算（保健事業関係）のページをご覧く

ださい。 

まず、1）保健事業費についてご説明いたします。 

①３０歳代の健康診査、早期介入保健指導事業について。30 歳代の国保被保険者につい

て、特定健康診査と同じ内容の健診を実施し、必要に応じて保健指導等を行います。若いう

ちから健診を受診する習慣を身に着けることで、健康意識の向上、生活習慣病予防を図り、

また特定健診受診率の向上を図ることとしています。 

②医療費通知の作成・発送について。２か月に１回、年６回、医療費通知を送付しており

ます。被保険者のかかった病院やその医療費について、通知しております。 

③ジェネリック医薬品差額通知の作成・発送について。後発医薬品（ジェネリック薬品）の使用を

促進することにより、患者負担の軽減や医療保険財政の改善を図ることとしています。 

④健診結果説明会について。集団健診を受けた方を対象に、保健師や管理栄養士から健診結

果票の見方を聞く、普段の生活習慣の相談をできる会です。血管や骨密度の健康測定も同時に

行っております。自分の健康や生活習慣に関心を持ってもらい、来年度も健診を受診するように促

すことを目的としております。 

⑤生活習慣病予防重症化予防事業・⑥糖尿病重症化予防事業では、山口県の受診勧奨事業

に参加し、未受診や治療中断中といった対象者に病院への受診を促します。早期に病院を受

診し、適切な医療を受けることで、生活習慣病の重症化を防ぐこと、糖尿病の重症化による



人工透析導入の防止や遅らせることを目的としています。 

保健事業は医療費の適正化と被保険者の健康保持・増進とが一体となった事業です。特

定健康診査の結果を活用して周防大島町の被保険者の現状をしっかり把握し、より効果的

な保健事業の実施を目指しております。 

次に、２）特定健康診査等事業費についてご説明いたします。 

①この事業は、40 歳以上の被保険者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健

診を実施する特定健康診査と、健診結果に基づきその該当者及び予備軍に対して、保健師

等が生活改善の支援を行う特定保健指導を実施しています。 

周防大島町の被保険者の現状をしっかり把握するためには、特定健診の受診率を向上さ

せることが重要です。受診率向上対策として、はがきや電話による受診勧奨を実施してお

ります。 

②これに関連して２つ目、若年層の受診促進や申し込みの簡素化のため集団健診の WEB

予約を実施しています。令和６年度から開始したスマートフォンからの QRコード読み取り

ですぐに入力画面に到達できる形の WEB 予約は、引き続き令和７年度も行います。なお、

この集団健診の予約については、WEB予約のみに限るものではなく、毎年４月に実施してい

る紙ベースでの意向調査も継続して実施いたします。 

③３つ目、令和７年度から新たに始まる人間ドックの費用助成事業についてですが、 

30 歳以上の被保険者で、大島病院または周東総合病院で人間ドックの受診希望者 50 名

までを対象とし、費用の 3 割を個人が７割を町が負担します。 

人間ドック受診者は特定健診の同年度内の受診はできません。どちらか一方を受診する

ことになります。 

簡単にご説明しましたが予算の骨子についての説明を終わらせていただきます。 

引き続き税関係の説明に入らせていただきます。 

宮崎課長 それではお手元にお配りしております参考資料２の「周防大島町国民健康保険

運営協議会」の説明資料に沿って、令和７年度国民健康保険税当初予算について、ご説明さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

まず、1ページ目をお開きください。 

1ページ目には、国保税の税率表をのせております。 

令和７年度国民健康保険税の税率は、前回の運営協議会で答申を受けましたとおり、医

療分の税率改定を行います。 

周防大島町の行、医療分につきまして、上段が令和７年度、下段のカッコ書きが令和６年

度の税率となります。 

医療分として、均等割 27,400 円を 27,200 円へ、平等割 25,800 円を 23,900 円へ、所得

割 8.9％を 7.70％へ引き下げます。支援分と介護分は変更なく、支援分として均等割 8,900

円、平等割 8,900 円、所得割 3.１％、介護分として均等割 9,300 円、平等割 7,000 円、所

得割 2.9％という税率で税額を算出しております。 



次に、１ページの右下の「令和７年度 改正（案）について」をご覧ください。 

令和７年度の賦課限度額を全体で３万円引き上げる予定となっております。医療分を１

万円引き上げて 660,000 円、支援分を２万円引き上げて 260,000 円、介護分は変更なしで

170,000円、合計 1,090,000円となります。 

また、保険税軽減判定所得の基準の見直しということで、５割軽減では、被保険者の数に

乗ずべき金額を現行の 29 万円５千円から 30 万円５千円に引き上げ、２割軽減につきまし

ても現行の 54 万５千円から 56 万円に引き上げを行い、低所得者層に対する負担の軽減を

実施する改正が行われる予定です。 

次に、２ページ左上の令和７年度周防大島町国民健康保険税予算資料等をご覧ください。 

令和７年度周防大島町国民健康保険税の現年課税分当初予算額につきましては、３億

3,256 万８千円を計上しており、対前年度 2,683 万６千円の減額、増減率では 7.46％の減

となっております。 

この度の当初予算額の主な減額要因といたしましては、税率改定の影響が約７割を占め

ております。その他に、下の二重丸の表の国保税対象世帯・被保険者数見込みにありますよ

うに、世帯数は対前年度 131 世帯の減、被保険者数は対前年度 250 人の減による影響と考

えております。 

次に、２ページ目の右には本町の平成 31年度からの国保税税率改正の推移をのせており

ますので、ご参考にしていただいたらと思います。 

３ページ目につきましては、税率・税額等の高い順ではございませんが、令和６年度の県

内市町国保税率表をのせております。カッコ表示につきましては、令和６年度に税率の改

正を行いました市町について表示しております。 

また、この表は、現時点での税率表なので、今後、改正があるかもしれないということを

ご了承いただければと思います。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

議長 説明が終わりました。このことにつきまして、何か質問がございませんでしょう

か。 

委員 歳出の特定健康診査・特定保健指導費についてですが、この中の物件費は増額計上

されていますが、以前のお話だと、特定健診の対象者が年々減少しているため、減額してい

っていたと思うのですが、この度は増額計上となっています。 

30歳以上の人間ドックが影響していると思うのですが、これは 50名分の計上をしている

という事でよろしいですか。 

井宮班長 ご説明いたします。 人間ドックの助成についてですが、大島病院と周東総合病

院での受診費用の７割の町負担分 50 名分 1,398,000 円が新たな増額計上分となっており

ます。 

 受診対象者の人数というのは、100％は見込んでいませんが、ある程度の実績よりも多め

の人数分を計上するので、当初の段階では多めの金額になってくるとは思います。 

委員 今までは割と減額で計上されていたと思うのですが、今回人間ドックの助成も、今



回やって 50名分の計上で実績が 30名分であれば、次回は 40名で計上するのか、或いはそ

のまま 50名でいくのか教えてください。 

井宮班長 今年度は初年度ですので、50 名分を計上しておりますが、今後は実績により計

上していきます。 

また、6 年度の当初予算額は以前に比べると健診対象者数を最小限の予算としていたた

め、７年度分は増額というような形に見えると思うのですが、今回は郵便代や燃料費の高

騰も増額となっている要因の一つです。 

委員 歳入の欄は増減の理由が書かれていますが、歳出にも 100 万円単位で増減するもの

については注釈を記載していただけると助かります。 

井宮班長 次回からは記載するようにいたします。 

議長 ありがとうございます。他にご意見ございませんか。 

他に質問がないようでしたら、諮問議案の令和７年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計予算原案については、諮問の通りとすることでご異議はございませんでしょうか。 

（異議なしとの発言あり） 

議長 それでは、諮問のとおり原案とすることを相当と認めます。事務局におきまして

は、その旨、答申書を作成してください。 

最後にその他の報告事項について事務局の方で何かございませんか。 

井宮班長  前回の協議会の際にご質問をいただいた件につきましてご報告いたします。

前回の協議会では、歯科の受診状況についての即答できずに申し訳ありませんでした。 

追加資料としてカラーの「医療費から見た疾病状況」をお配りしております。 

これは前回の協議会の際の資料に一番下の段に歯科合計という欄を追加したもので、「医療

費から見た疾病の状況」になります。 

初めての委員さんもいらっしゃるので、再度ご説明をいたしますが、右の枠に医療費、

受診件数を記載しております。 

この資料は医療費全体に占める疾患の順位を 5 歳刻みで示しています。 

医療費の全体で 1 位は新生物、いわゆるガンです。がんについては、50歳代から 65歳ま

での間の医療費として、第 2位、65歳を超えたら、第 1位の医療費になり、先ほどの療養費が多

くかかる要因となる疾病です。 

受診件数では全体の 11 位で 1,455 件ですが、医療費負担額は 1 位で、全体の 15.3％を

占めていて 1 件当たりの医療費が 212,205円になるという表になります。 

前回の協議会では、この医療費の中に歯科の受診状況は入っていないのかというご質問

でしたが、歯科の医療費については、計算方法が異なるため、この表の中に入れる事は難

しいため、一番下に別枠で歯科の情報欄を設けました。 

国保連にも確認したのですが、歯科については分類や年齢ごとのデータはないとの事で

したので、歯科全体の医療費負担額や受診件数を入れております。 

療養費全体に対する歯科の費用の構成比構成比は 10.6％になります。 



現状で、歯科についてお示しできるデータがこの程度しかないのですが、このような形でよろ

しいでしょうか。 

（はいとの声あり） 

井宮班長 ありがとうございます。では歯科については、来年度以降も別枠で掲載させて

いただくという形を取りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

事務局からは以上となります。 

議長 ありがとうございました。川口先生もこのことを気にしておられましたし、山中先

生もこのような形でよろしいですかね。 

委員 はい。ありがとうございます。 

議長 それでは、本日は長時間にわたり熱心にご審議賜りまして本当にありがとうござい

ました。皆さんのご協力をいただきまして、予定された議事等はすべて終えることができ

ました。これにて、令和７年第1回周防大島町国民健康保険運営協議会を終了させていた

だきます。 

大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 


